
第６号議案 

 

茨城県県立中等教育学校学則の一部を改正する規則 

茨城県県立中等教育学校学則（平成19年茨城県教育委員会規則第９号）の一部を次のように改

正する。 

別表茨城県立勝田中等教育学校の項中「120」を「240」に改める。 

   付 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 

   令和６年６月24日提出 

茨城県教育委員会教育長  柳橋 常喜   

 

（提案理由） 

 令和３年度に設置された勝田中等教育学校の学年進行による生徒定員の変更に伴い、所要の改

正をしようとするものである。 

① 
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茨城県県立中等教育学校学則 新旧対照表 

改 正 案 現   行 

 

別表（第２条関係） 

 茨城県県立中等教育学校の名称，位置，後期課程に置く課程及び学科，生

徒定員等 

名 称 位 置 

前期課程 

・後期課

程の別 

課程（後

期課程） 

学科（後

期課程） 

生徒定員 

（単位：人） 
備 考 

学科（後

期課程） 
計 

茨城県立

勝田中等

教育学校 

ひたち

なか市

足崎 

前期課程    360 

令和３年

度入学者

から募集

開始 

後期課程 全日制 普通科 240 240 単位制 

茨城県立

並木中等

教育学校 

つくば

市並木 

前期課程    480  

後期課程 全日制 普通科 480 480 単位制 

茨城県立

古河中等

教育学校 

古河市

磯部 

前期課程    360  

後期課程 全日制 普通科 360 360 単位制 

 

 

 

 

 

 
 

 

別表（第２条関係） 

 茨城県県立中等教育学校の名称，位置，後期課程に置く課程及び学科，生

徒定員等 

名 称 位 置 

前期課程 

・後期課

程の別 

課程（後

期課程） 

学科（後

期課程） 

生徒定員 

（単位：人） 
備 考 

学科（後

期課程） 
計 

茨城県立

勝田中等

教育学校 

ひたち

なか市

足崎 

前期課程    360 

令和３年

度入学者

から募集

開始 

後期課程 全日制 普通科  120 120   単位制 

茨城県立

並木中等

教育学校 

つくば

市並木 

前期課程    480  

後期課程 全日制 普通科 480 480 単位制 

茨城県立

古河中等

教育学校 

古河市

磯部 

前期課程    360  

後期課程 全日制 普通科 360 360 単位制 
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